
議案第２号 

 

平成２２年度青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

 

平成２２年度青森県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４０，７００，２６１千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２９２条において準用する同法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、１０，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２９２条において準用する同法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 

平成２２年２月１７日提出 

 

青森県後期高齢者医療広域連合長   鹿 内  博 

 



第１表 歳入歳出予算
歳 入 （単位 千円）

項款 金 額

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

市町村支出金

国庫支出金

県支出金

支払基金交付金

特別高額医療費共同事業交付金

財産収入

繰入金

繰越金

県財政安定化基金借入金

諸収入

１

１

２

１

２

１

１

１

１

２

１

１

１

２

市町村負担金

国庫負担金

国庫補助金

県負担金

県財政安定化基金支出金

支払基金交付金

特別高額医療費共同事業交付金

財産運用収入

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

県財政安定化基金借入金

延滞金、加算金及び過料

預金利子

２１，４３５，７２６

２１，４３５，７２６

４７，４２２，４６８

３３，７０７，０８２

１３，７１５，３８６

１１，４８３，７９５

１１，４８３，７９４

１

５７，０４２，９４６

５７，０４２，９４６

１４，９５０

１４，９５０

５３８

５３８

２，３９４，２４０

３３８，０４０

２，０５６，２００

９０３，７８０

９０３，７８０

１

１

１，８１７

２

１，８１２



（単位 千円）

項款 金 額

歳 入 合 計

３ 雑入 ３

１４０，７００，２６１



歳 出 （単位 千円）

項款 金 額

１

２

３

４

５

６

７

８

総務費

保険給付費

県財政安定化基金拠出金

特別高額医療費共同事業拠出金

保健事業費

公債費

諸支出金

予備費

１

１

２

３

１

１

１

１

２

１

１

総務管理費

療養諸費

高額療養諸費

その他医療給付費

県財政安定化基金拠出金

特別高額医療費共同事業拠出金

健康保持推進事業費

県財政安定化基金償還金

公債費

償還金及び還付加算金

予備費

３４３，３６１

３４３，３６１

１３８，９２８，６７９

１３７，０１２，１８７

１，３９４，２９２

５２２，２００

１２８，３１５

１２８，３１５

１３，９２６

１３，９２６

２４３，１８８

２４３，１８８

６２

１

６１

１６，９６１

１６，９６１

１，０２５，７６９

１，０２５，７６９

１４０，７００，２６１歳 出 合 計



○　計上の主なるもの
（単位　千円）

金　額 説　明

139,167 医療費通知、ﾚｾﾌﾟﾄ点検等

604
平成22年度年齢到達者に係る被保
険者証に同封するﾘｰﾌﾚｯﾄ作成

178,394 ｼｽﾃﾑに係る需用費、委託料

19,127 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成等

135,618,953 現物支給

843,606 現金支給

549,548 国保連への手数料

1,115,433

278,859

522,200

128,315

13,926 国保中央会への拠出金

243,188 健康診査の実施

139,651,320 予算総額の99.3％

療養費

審査支払手数料

項　目

国保連業務委託事務

資格管理事務

広域連合電算処理事務

平成２２年度　当初予算（特別会計）

特別高額医療費共同事業拠
出金

健康診査費

計

高額療養費

高額介護合算療養費

葬祭費

財政安定化基金拠出金

広報事務

療養給付費


